
規

則 

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様

式
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

上

田

清

司 
 

 
 

埼
玉
県
規
則
第
四
十
九
号 

 
 

 

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書

の
様
式
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様

式
を
定
め
る
規
則
（
平
成
元
年
埼
玉
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

「
第
六
十
六
条
第
七
項
」
を
「
第
六
十
六
条
第
六
項
」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
（
表
）
中
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
「 

 
 

 

」
の
次
に 

「 
 

 
 

」
を
加
え
、
同
様
式
（
裏
）
中
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
削
り
、
「 

 
 

 
 

」

を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 

」 

を
「 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

」
を
「 

 
 

 

に
、
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
」
を
「 

 
 

 
 

 

」
に
、 

「 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

」
を
「 

」

に
、
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

」 

を
「 

」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

同
条
第
６
項

 
同
条
第
５
項

 

こ
の
条
に
お
い
て

 
検
査
さ
せ
る

 

検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る

 

５
 
第
１
項

 
６

 
第
１
項

 
７

 
第
１
項

 

忌
避
し
た
者

 

６
 
第
１
項

 

８
 
第
１
項

 

１
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る

 
第
７
２
条

 
第
７
１
条

 

⑽
 

⑷
 同
条
第
６
項

 
同
条
第
５
項

 
忌
避
し
、
若
し
く
は
同

 

６
月
以
下

 

  

規
定
を
第
６
項

 
規
定
を
第
５
項

 

の
懲
役
又
は
１
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る

 

７
 
第
１
項

 

第
４
項
」

 
第
５
項

 

⑶
 

項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者

 
⑾

 

立
入
検
査

 

及
び
質
問

 


